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１．策定経過 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 17 年度 
 

■現況調査 

■アンケート調査 

■課題の整理 

平成 18 年度 
 

■計画立案 

■調整と協議 

■緑の基本計画の決定 

 

平成１７年１１月  ◆広報に記事を掲載（緑の基本計画とは／市民懇談会

メンバー募集） 
◇小学生アンケート調査実施 

（平成 17 年 11 月～平成 18 年１月） 

●第１回庁内検討会 
●第２回 策定検討会 

     １１月  ◆広報に記事を掲載（みどりのまちづくりミニ・シン

ポジウム開催） 
◆市民懇談会 シンポジウム準備会 

         ◆「南アルプス市みどりのまちづくりミニ・シンポジウム」 
          （11 月 12 日） 

     １２月  □山梨県都市計画課との協議 

            □都市計画審議会へ報告 

平成１９年 ３月  ○第２回 庁内検討会 

●第３回 策定検討会 

     □南アルプス市緑の基本計画の策定 

平成１８年 ４月  ◆広報に記事を掲載（緑の基本計画策定に向けて） 
５月  ◆第３回 市民懇談会（みどりのフィールドワーク） 

     ６月  ◆第４回 市民懇談会 
     ７月  ◆広報に記事を掲載（市民懇談会で話し合いを進めて

います／アンケート調査結果がまとまりました） 
○庁内検討会メンバーに資料を配布 
●第１回 策定検討会 

     ８月  ◆第５回 市民懇談会 
     ９月  ◆広報に記事を掲載（第１回策定検討会が開催されま

した） 
     １０月  ◆第６回 市民懇談会 

○庁内関係各課にヒアリング事前回答書の依頼 
     １２月  ○庁内関係各課ヒアリング 

◇市民アンケート調査実施（平成 17 年 12 月） 
平成１８年 ２月  ◆広報に記事を掲載（緑のまちづくりアンケート調査

協力のお願い） 
◆第１回 市民懇談会 

     ３月  ◆第２回 市民懇談会 
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２．「みどりのまちづくり市民プラン」の提言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

趣 意 文 
 

南アルプス市長 石川 豊 殿 

 
私たち、南アルプス市緑の基本計画市民懇談会は、緑豊かな明るく住み良いまちづくりの実

現に向けて、これまで６回の懇談会を開き、フィールドワークやワークショップを通して、合

併３年目を迎える我が南アルプス市を市民の視点から検討してまいりました。 

 

さまざまな意見が出る中で、大きく２つの体系にまとめました。 

１つは「守り伝えるみどり」であり、もう一つは「創り育てるみどり」です。 

そして、これら体系に関わり全体を廻していく仕組みづくりを進めるため、次世代へ引き継

ぐ緑の環境教育をどのように進めるべきか？あるいは、今出来ること、しなければいけないこ

とはなにか？などを中心に検討してまいりました。 

 

「守り伝えるみどり」については、ひとづくり、組織づくり、みどりの啓発や意識づくり、

そして環境教育や社会教育などのプロクラムづくりなどがあげられました。 

「創り育てるみどり」のための活動としては、緑の活動ネットワークづくりや、（仮）緑のサ

ポートセンターの創設、今ある大切なみどりを守り増やす取り組みがあげられました。 

 

以上の大きな緑の体系を「みどりのまちづくり市民プラン」としてまとめ、市民と行政が一

体となり、緑豊かな田園都市「南アルプス市」を目指していくことをここに提言いたします。 

 

平成 18 年 11 月 12 日 

南アルプス市緑の基本計画 市民懇談会委員一同

○ミニ・シンポジウム参加メンバー○みどりのまちづくり市民プラン 
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提案その１：「市民プラン」の体系 

 
 
 
 
 
 
 

提案その２：重点プラン 
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３．「南アルプス市みどりのまちづくりミニ・シンポジウム」の概要 
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４．市民懇談会メンバー 

 
 
 

 
中島  勉さん     三枝 洋さん 

 
井原  一さん     野田 可織さん（座長） 
市川 元信さん     飯野 久正さん 
金丸 松江さん     塩沢 梅子さん 
塚原 幸子さん     原  秀子さん 

 
清水 准一さん     清水 百太郎さん 

 
北村  建さん     信田 昭一さん 
小野 さと子さん    望月 和美さん 

◆各地区別メンバー 

計２５名の皆さん 

野中 勝磨さん     飯久保 貴さん（副座長）

中込 通雄さん 

 
青沼 久雄さん     秋山 幸弘さん 
櫛形地区 

 
竹原 征邦さん     向山 香さん 
甲西地区 

飯窪 功児さん     鞠子 征雄さん 

若草地区 

八田地区 

白根地区 

芦安地区 
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５．緑の基本計画策定メンバー 

 
 
（１）策定検討会委員名簿  

順不同・敬称省略

職 名 等 氏  名 前任者 備 考 

山 梨 大 学 大 学 院 助 教 授  大 山   勲   会長 

市 議 会 議 長  清 水  勝 則    

市 議 会 副 議 長  若 尾  敏 男    

市 議 会 産 業 土 木 委 員 長  久 保 田 松 幸  深 澤  米 男   

商 工 会 長  小 林  寛 樹   副会長 

農 業 委 員 会 長  米 山   毅  名 取   保   

巨 摩 野 農 協 組 合 長  内 田  信 也    

森 林 振 興 協 議 会  厚 芝  邦 雄    

緑 の 源 流 を 守 る 会  名 取  栄 一    

郷 土 研 究 部 代 表  相 原  千 里    

若 草 地 区 区 長 会 会 長  渡 邉   健    

八 田 地 区 区 長 会 会 長  清 水  武 秀    

白 根 地 区 区 長 会 会 長  清 水  重 仁    

芦 安 地 区 区 長 会 会 長  伊 東  隆 雅    

櫛 形 地 区 区 長 会 会 長  櫻 田   博  小 野  貞 彦   

甲 西 地 区 区 長 会 会 長  深 澤   純    

市 民 懇 談 会 座 長  野 田  可 織    

市 民 懇 談 会 副 座 長  飯 久 保  貴    

山 梨 県 中 北 建 設 事 務 所 長  古 屋  良 夫    

助  役  小 池  通 義    

建 設 部 長  東 條  一 邦  荻 野  忠 彦   
 
 
 
 

○第１回策定検討会 ○第２回策定検討会 ○第３回策定検討会 
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（２）庁内検討会委員名簿  

順不同・敬称省略

氏  名 
部 課 名 職 名 等 

平成 17 年度 平成 18 年度 
備 考 

課  長  穂 坂  二 朗   
企 画 部 政 策 秘 書 課  

政 策 研 究 担 当  栃 原  伸 幸   
課  長  小 池  康 郎   

企 画 部 企 画 課  
行 政 運 営 担 当  塚 原  浩 二   
課  長  中 澤 都 喜 夫  原 田  順 治   

総 務 部 総 務 課  
防 災 防 犯 担 当  小 林  徳 男   
課  長  中 嶌  義 仁  西 川  康 平   

市 民 部 市 民 生 活 課  
市 民 参 画 担 当  杉 山  啓 子   
課  長  矢 崎  高 広   

市 民 部 環 境 課  
環 境 保 全 担 当  澤 口  政 彦   
課  長  保 坂  昌 志   
農 政 計 画 担 当  中 村  博 明   農 林 商 工 部 農 業 振

興 課  
農 業 振 興 担 当  伊 藤 喜 久 夫   
課  長  海 福  芳 人   
み ど り 推 進 担 当  依 田  昭 造   農 林 商 工 部 み ど り

自 然 課  
森 づ く り 担 当  横 内  広 記  深 澤  晴 夫   
課  長  西 川  康 平  飯 野  猛 男   農 林 商 工 部 観 光 商

工 課  観 光 担 当  深 澤   秀  飯 野  清 徳   
課  長  手 塚   修   

建 設 部 道 路 整 備 課  
道 路 河 川 担 当  川 崎  成 一   
課  長  野 沢   淨   

建 設 部 地 域 整 備 課  
維 持 担 当  千 葉  裕 一   
課  長  望 月  良 雄   
都 市 整 備 担 当  新 津  元 博   建 設 部 都 市 整 備 課  
指 導 担 当  高 野  晃 史   
課  長  内 藤   肇  秋 山  太 子   

建 設 部 建 築 住 宅 課  
建 築 指 導 担 当  手 塚  千 広   
課  長  保 坂  敏 子   教 育 委 員 会 文 化 財

課  文 化 財 担 当  深 澤  安 丸   
課  長  辻   高 廣  渡 邉  正 義   
学 校 教 育 担 当  深 澤 智 恵 美  依 田  明 子   教 育 委 員 会 学 校 教

育 課  
教 育 指 導 担 当  齊 藤  光 裕   

 
 
 
 
（３）事務局職員名簿  

氏  名 
職 名 等 

平成 17 年度 平成 18 年度 
備 考 

都市整備課課長 望月 良雄  

都市整備課計画担当 齊藤 貞文  

都市整備課計画担当 中島  司  

都市整備課計画担当 小野 好人 石川 京子  
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６．用語解説 

あ 行 環境負荷 
人の活動により環境に加えられる影響で、環境を
保全する上で支障の原因となるおそれのあるもの。
工場からの排水、排ガスはもとより、家庭からの
排水、ごみの排出、自動車の排気ガスなど、通常
の事業活動や日常生活のあらゆる場面で環境への
負荷が生じている。 

 
アダプトプログラム 

里親制度をさす。ボランティアとなる市民や団体が
里親となって、一定区画（公園など）を自らの養子
とみなし、清掃・美化などを行って面倒をみる仕組
みのこと。  

 環境保全型農業 
アメニティ  農薬や化学肥料の使用を抑え，自然生態系本来の力

を利用して行う農業。 都市計画などで求める、建物・場所・景観・気候な
ど生活環境の快適さのこと。  

 協 働 
一級河川  協力して働くという意味。まちづくりの場合、市民

と行政などがそれぞれの役割を担いながら、一緒に
進めていくという意味で使用している。 

河川法に基づき、国土保全上、または国民経済上特
に重要な水系で、国土交通大臣が指定した河川。 
  

運動公園 近隣公園 
都市住民全般の主に運動を目的とする公園で、都市
規模に応じて１箇所当たり面積 15～75ha を標準
として配置される。 

 主として近隣に居住する者の利用に供することを
目的として、一近隣住区当たり１カ所を誘致距離
500m の範囲内で敷地面積２ha を標準として配
置する。比較的身近な公園、一時避難場所としても
利用される。 

 
エコロジー 

生物とその生活環境との関連を研究する生態学。  
 グラインガルテン 
ＮＰＯ（特定非営利活動法人） クラインガルテン（独 Kleingarten）とは、ドイ

ツで盛んな 200 年の歴史をもつ農地の賃借制度。日
本語訳では「小さな庭」であるが、「市民農園」「市
民菜園」とも言われており、野菜や果樹、草花を育
て、生き甲斐や余暇の楽しみの創出，都市部での緑
地保全や子ども達への豊かな自然教育の場として
大きな役割を果たしている。日本でクラインガルテ
ンと呼ばれる施設は、地方自治体の公共事業として、
農山村の遊休農地を利用して整備された市民農園
が多い。 

行政や民間企業に属さず、社会的に必要な公益的活
動を行う住民による非営利の組織。 
（Non-Profit Organization の略） 

 
オープンスペース 
 公園・広場・河川・農地など、建物によって覆われ

ていない土地を総称していう。 
 

か 行 
  
グラウンドワーク 街区公園 

地域住民と企業や行政が連携し、樹木の保全、植樹、
緑地づくり、ビオトープづくりなど、地域の身近な
環境づくりや改善を行う運動で、イギリスで提唱さ
れた運動であるが、我が国でも浸透し、地方都市で
活動が行われている。 

 主として、半径 250ｍ位の範囲の街区に居住する
者の日常的な利用に供することを目的とする公園
で、敷地面積を 0.25ha を標準として配置される。
子どもの遊び場になるなど一番身近な公園。 

 
 合併処理浄化槽 

グリーンツーリズム  し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のこと。
下水道のない地域での水環境の汚染の防止に有効。 都市住民が農山漁村に滞在し，地域の自然や文化，

人々との交流を楽しむ余暇活動。  
 環境基本計画 
グリーンバンク 良好な環境を保全・創造し、次世代も含め市民が快

適に暮らすことができるような各種の施策を、総合
的かつ計画的に推進することを目的として策定す
る計画。 

市民・企業の不用となった庭木等を登録し、必要と
する市民・企業に斡旋を行う制度。 
 

景観協定  
一定の区域に住む人や店舗・事務所などを持ってい
る人たちが、地域の状況に応じて、自ら建築物の規
模や形態、壁面の位置や色彩、樹木の植栽などにつ
いてのルールを決め、景観に関する協定を締結した
とき、景観協定として認定する制度。 

環境教育（学習） 
 人間と環境との関わりについて理解と認識を深め、

環境の重要さを認識して責任ある行動がとれるよ
うにすることを地域社会へ広げていく教育。 
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景観地区 準用河川 
景観法（平成 16 年 6 月制定）の規定に基き、市町
村が市街地の良好な景観の形成を図るため都市計
画に定めた地区（平成 19 年３月現在では、まだ定
められた地区はない）。市町村は、景観法に基づく
景観計画区域よりも、より積極的に景観の形成や誘
導を図っていきたい場合、都市計画として、景観地
区を定め、（1）建築物の形態意匠、（2）建築物の
高さ、（3）壁面の位置、（4）建築物の敷地面積に
ついて制限できるとされている。 

 河川法に基づく河川のうち、一級河川・二級河川以
外の河川で、市町村長が指定した河川。一部の規定
を除き二級河川に関する規定が準用される。 

 
条 例 
 地方公共団体がその管理する事務について、法律な

どの上位の規定の範囲内で、議会の議決によって制
定する法令のこと。 

 
親水公園  

広域公園 人が川や水辺に近づき、水に親しむことができるよ
うに配慮・デザインされた公園のことで、河川など
の護岸では、従来の堤防から水辺に近づきやすい階
段状や緩やかな勾配のものがつくられるようにな
っている。 

 主として市町村の区域を超える広域のレクリエー
ション需要を充足することを目的とする大規模公
園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに１
カ所当たり面積 50ha 以上を標準として配置する。
災害時の最終避難場所としても利用される。  

絶滅危惧種  
公共下水道 急激な環境変化や乱獲などにより絶滅のおそれの

ある野生生物の種。  主として市街地における下水を排除し、又は処理す
るために地方公共団体が管理する下水道で、終末処
理場を有するもの、または流域下水道に接続するも
のがある。 

 
雑木林 

二次林のうち、薪炭材の供給源等として生活ととも
に人為管理してきた林。スギやヒノキのような単一
樹種が密生する人工林に対し、クヌギやコナラ、エ
ゴノキなどを中心に土地本来の多様な樹木から構
成されるため雑木林と呼ばれる。燃料としての薪炭
を使わなくなってからは、全国的に雑木林は人手が
入らなくなり、荒廃しているところが多い。 

 
コミュニティ 

まち、住宅地、集落など、地域性や共同性という条
件で構成されている地域社会のこと。地域共同体。 

 

さ 行 
 

 総合公園 
市民農園  都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総

合的な利用に供することを目的とし、都市規模に応
じ１カ所当たり面積 10～50ha を標準として配置
する。 

自然とのふれあいを求める市民のレクリエーショ
ン活動の場として、農業体験を行えるよう農地を一
定区画に区分し、一定期間貸し付ける農園のこと。 

  
市民の森 

た 行 所有者の協力により、民有の樹林地にベンチ、案内
板などを整備し、緑地の保全と憩いの場を提供する
ことを目的として指定する樹林地。 

 
地域制緑地 

 緑地保全のための法律や条令による土地利用規制
等を通じて緑地の保全・創造を図るもので、「緑地
保全地域」や「緑地協定」が代表的。 

市民緑地制度 
土地の所有者からの申し出により、地方公共団体
（都道府県、市町村）または緑地管理機構が当該土
地の所有者と契約を締結し、これに基づき、地方公
共団体が一定の期間その土地を管理し、住民に公開
する制度。 

 
地球温暖化 

物の燃焼に伴ってできる二酸化炭素などは、地球か
ら宇宙に熱を逃す赤外線を吸収して地球の温度を
高く保つ効果があるため、温室効果ガスと呼ばれる。
このような温室効果ガスの大気中の濃度が高くな
ることにより、地球上の気温が上昇する現象のこと。 

住区基幹公園 
都市公園法に位置付けられる基幹公園のうち、身近
な公園として、主として街区内に居住する者の利用
に供する「街区公園」、近隣に居住する者の利用に
供する「近隣公園」、徒歩圏域内に居住する者の利
用に供する「地区公園」の公園機能を目的として分
類される。 

 
地区公園 
 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供するこ

とを目的として、スポーツ施設や休憩施設が設置さ
れ敷地面積４ha を標準として配置する。  

 樹林地 
 樹木が密生している場所のこと。植生により自然林、

二次林（人手の加わった林）、人工林（植林地等）
に分類できるとともに、地形からは平地林、斜面林
などに分類できる。 
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特別緑地保全地区 は 行 
 都市緑地法第 12 条に規定され、都市計画区域内に

おいて、樹林地、草地、水沼地などの地区が単独も
しくは周囲と一体になって、良好な自然環境を形成
しているもので、無秩序な市街化の防止や、公害、
または、災害の防止となるもの、伝統的・文化的意
義を有するもの、風致景観が優れているもの、動植
物の生育地などとなるもののいずれかに該当する
緑地が指定の対象となる。 

 
パートナーシップ 

市民・企業・行政などの各主体が、環境保全や緑の
まちづくりなど共通の目標、理念を持ち、その実現
に向けた取り組みを行うとき、それぞれの立場に応
じた公平な役割分担の下で、相互に協力・連携を行
う協調的関係のこと。 

  
ヒートアイランド現象 都市基幹公園 

都市部でのエネルギーの増加、緑の減少、地表をア
スファルトやコンクリートで覆うことや、大気汚染
が原因となり、都市部の気温が郊外よりも上昇する
こと。 

都市公園法に位置付けられる基幹公園のうち、都市
の代表的な公園として、都市住民の休息、観賞、散
歩、遊戯運動等の総合的な利用に供する「総合公園」、
都市住民の主として運動の用に供する「運動公園」
の公園機能を目的として分類される。  

ビオトープ  
 ドイツ語の Bio（生命）と Tope（場所）との合成

語。野生生物が共存共生できる生態系を持った場所
や空間のこと。植生豊かな水辺や雑木林がその代表
例であり、また開発事業などに際して積極的に保全、
回復、創出が図られる野生生物の成育・生息環境
という意味でも用いられる。 

都市計画区域 
 都市計画を策定する区域の単位となるものであり、

都市の実態や将来の計画を勘案して、一体の都市地
域となるべき区域として県が指定する区域。 

 
都市計画道路 

  都市計画法に定められた都市施設の１つで、都市計
画決定された道路のこと。 フィルムコミッション 

映画やドラマのロケーション（野外撮影）を地元に
誘致し、スムーズに撮影が図られるよう支援する活
動で、ふるさとの自然や緑をＰＲし、市民のふるさ
とへの愛着や意識の醸成を図る上で効果的である。 

 
都市公園緑地体系 
 都市公園は、総合公園・地区公園・近隣公園・街区

公園など、利用圏域の規模によって体系的に整備す
ることが求められている。 現在、県で「山梨フィルムコミッション」を推進し

ており、この活用を図る。  
 都市緑地 
風致地区  主として、都市の自然的環境の保全ならびに改善、

都市景観の向上を図るために設けられている緑地
であり、１カ所当たり面積 0.1ha 以上を標準とし
て配置する。但し、既成市街地等において良好な樹
林地等がある場合、あるいは植樹により都市に緑を
増加、または回復させ、都市環境の改善を図るため
に緑地を設ける場合にあたっては、その規模を
0.05ha 以上とする。 

都市の風致（丘陵、樹林、水辺地等の豊かな土地、
郷土的意義のある土地、緑豊かな住宅地等を含む良
好な自然環境のこと）を維持するため、都市計画法
の規定に基づき、県知事または市町村長が都市計画
に定める地域地区。風致地区内での建築等の行為に
ついては、県知事または市町村長の許可が必要であ
り、都市の風致を維持するために政令及び条例で定
める基準に適合しないものについては不許可とされ
る。（10ha 以上は県知事、10ha 未満は市町村長） 

 
土地区画整理事業 

  地区内の土地所有者から土地の一部を提供しても
らい（減歩）、その土地を道路や公園などの新たな
公共用地として活用し、整然とした市街地を整備す
ることにより、居住環境を向上し、区画を整形化し
て利用増進を図る事業。 

不法投棄 
 法律や規則に違反し、山や河川等にゴミ等を捨てる

こと。 
 

プレイリーダー  
遊び場や自然体験活動などにおいて、子どもたちの
活動をみまもり、活動に応じた知識等を教える指導
者（リーダー）。 

な 行 
 

 二級河川 
ポケットパーク 一級河川以外の水系のうち、公共の利害に重要な関

係がある河川で、都道府県知事が指定したもの。  歩行者が休憩し、または近隣住民が交流するための
空間で、道路もしくは道路沿いに設けられた緑のあ
る小さい広場のこと。「ベストポケットパーク」の
略で、ベスト（チョッキ）のポケット程度の公園と
いう意味。 

 
ネットワーク 
 「網細工、網の目のような組織」の意味であり、こ

こでは市内各地に分散する拠点などを、単独では持
ち得ない複合的な魅力を出させるための相互の連
携を意味する。 
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保存樹・保存樹林 
市町村や県などの環境保全条例により、市内各地域
に存在する樹木や樹林のうち、特に保存が必要と認
めるものに対し指定を行う。南アルプス市では、現
在この制度は設けられていない。 

 
ボトムアップ 

企業経営などで、下位から上位への発議で意思決定
がなされる管理方式をいう。ここでは、住民の発議・
提案から計画づくりを進行する形態をさしている。 

 
ま 行 
 
緑のアドバイザー 

緑に関する様々な相談に応じる相談員の総称。具体
的には次のようなものが挙げられる。 
・緑の指導員（緑のまちづくりに関する指導及び緑

の市民活動を推進するための指導を行う者） 
・森林インストラクター（自然環境教育を目指す森

の案内人。自然と森林のしくみ、森林づくりと林
業、野外での活動、教育の方法、安全対策等の全
てについて一定レベルの知識を持ちコーディネ
ートを行う） 

・みどりのインストラクター（山梨県の制度で、森
林、林業、緑化等に関する専門技術・知識を持っ
た者を登録し、講習会等の要請に応じて、普及指
導活動を行うもの） 

 
緑のリサイクル 

公園や街路樹等の管理により発生した枝や葉を、公
園園路の舗装に用いるチップや堆肥等に再利用す
るなど、緑に資源を循環させて有効活用すること。 

 
未利用地 

市街地内における不耕作地や工場の跡地など、土地
利用が行われていない土地のこと。 

 

や 行 
 
ユニバーサルデザイン 

高齢者・障害者だけでなく誰もが使いやすいように
配慮された施設などのデザイン。 
 

ら 行 

 
リサイクル 
 資源の再生利用・循環使用のこと。システムとして

確立することにより、環境への負荷低減や省資源・
省エネルギー、ごみの減量などの効果が期待できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑 道 
 災害時における避難路の確保、市街地における都市

生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目
的として、近隣住区または近隣住区相互を連絡する
ように設けられる植樹帯及び歩行者路、または自転
車路を主体とする緑地で、幅員 10～20ｍを標準
として、公園・緑地、学校、ショッピングセンター
等を相互に結ぶよう配置する。（近隣住区：幹線街
路等に囲まれたおおむね１km 四方（面積 100ha）
の居住単位（小学校区に相当）） 

 
緑地協定制度 
 都市緑地法に基づく制度。一団の土地所有者等の全

員の合意により、市長の認可を受けて締結される緑
地の保全または緑化に関する協定のこと。協定には、
対象区域、樹木を植栽する場所や種類、違反した場
合の措置などが定められ、認可の公告後にその区域
に移転してきた者に対しても効力を有する。 

 
緑地保全地域 

都市緑地法に基づき、都市計画区域内の緑地で風致
または景観が優れているなど、良好な自然的環境を
形成している緑地について、建築行為など一定の行
為制限を行うなどの、地方自治体が定める地域地区
の一つ。樹木の伐採など一定の行為を行う際は都道
府県知事の許可が必要。 
 

わ 行 
 
ワークショップ 
 作業場・研修会などの意であるが、都市計画・まち

づくりの分野では、地域にかかわる諸問題に対応す
るために、様々な立場の参加者が、体験交流や協働
作業を通じて、地域の課題発見、創造的な解決策や
計画案の考察、それらの評価などを行っていく活動。 

 
ワンド 
 水流があまりない河川本流沿いにある小さな入江

や池を意味し、漢字では湾処と書く。ワンドは水辺
に住む魚や昆虫、植物など生態系にとって重要な生
息場・環境となっている。 
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